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す
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○

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
等
」
と
は
、
特
定
の
者
に
対
す
る
恋
愛
感
情
そ
の
他
の
好
意
の
感
情
又
は
そ
れ
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す

る
怨
恨
の
感
情
を
充
足
す
る
目
的
で
、
当
該
特
定
の
者
又
は
そ
の
配
偶
者
、
直
系
若
し
く
は
同
居
の
親
族
そ
の
他
当
該
特
定
の
者
と
社
会
生
活
に
お
い
て
密
接
な
関
係

を
有
す
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
い
う
。

一

そ
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
そ
の
所
持
す
る
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
（
当
該
装
置
の
位
置
に
係
る
位
置
情
報
（
地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
十
九

年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
位
置
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
録
し
、
又
は
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装

置
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
同
号
に
規
定
す
る
行
為
が
さ
れ
た
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
を
含
む
。
）
に

よ
り
記
録
さ
れ
、
又
は
送
信
さ
れ
る
当
該
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
の
位
置
に
係
る
位
置
情
報
を
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
。

二

そ
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
そ
の
所
持
す
る
物
に
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
を
取
り
付
け
る
こ
と
、
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
を
取
り
付
け
た
物
を
交
付
す
る

こ
と
そ
の
他
そ
の
移
動
に
伴
い
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
を
移
動
し
得
る
状
態
に
す
る
行
為
と
し
て
政
令
で
定
め
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
」
と
は
、
同
一
の
者
に
対
し
、
つ
き
ま
と
い
等
（
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
五
号
（
電
子
メ
ー
ル
の
送
信

等
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
身
体
の
安
全
、
住
居
等
の
平
穏
若
し
く
は
名
誉
が
害
さ
れ
、
又
は
行
動
の
自
由
が
著
し
く
害
さ
れ
る
不
安

を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
等
を
反
復
し
て
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
つ
き
ま
と
い
等
又
は
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
等
を
し
て
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
こ
と
の
禁
止
）

第
三
条

何
人
も
、
つ
き
ま
と
い
等
又
は
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
等
を
し
て
、
そ
の
相
手
方
に
身
体
の
安
全
、
住
居
等
の
平
穏
若
し
く
は
名
誉
が
害
さ
れ
、
又
は
行
動
の

自
由
が
著
し
く
害
さ
れ
る
不
安
を
覚
え
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
警
告
）

第
四
条

警
視
総
監
若
し
く
は
道
府
県
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
（
以
下
「
警
察
本
部
長
等
」
と
い
う
。
）
は
、
つ
き
ま
と
い
等
又
は
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
等
を
さ

れ
た
と
し
て
当
該
つ
き
ま
と
い
等
又
は
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
等
に
係
る
警
告
を
求
め
る
旨
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
出
に
係
る
前
条
の
規
定
に
違
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反
す
る
行
為
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が
更
に
反
復
し
て
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
為
を
し
た
者
に
対
し
、
国
家
公

安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
更
に
反
復
し
て
当
該
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
警
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
５

（
略
）

（
禁
止
命
令
等
）

第
五
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が
更

に
反
復
し
て
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
相
手
方
の
申
出
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
当
該
行
為
を
し
た
者
に
対
し
、
国
家
公
安
委
員
会

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

更
に
反
復
し
て
当
該
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

二

更
に
反
復
し
て
当
該
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

２
～

（
略
）

15
（
罰
則
）

第
十
八
条

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
九
条

禁
止
命
令
等
（
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
違
反
し
て
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
百

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
禁
止
命
令
等
に
違
反
し
て
つ
き
ま
と
い
等
又
は
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
等
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
を
し
た
者
も

、
同
項
と
同
様
と
す
る
。

第
二
十
条

前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
禁
止
命
令
等
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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○

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
五
号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）

、
第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
五
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
十
九
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条

の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

○

地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
理
空
間
情
報
」
と
は
、
第
一
号
の
情
報
又
は
同
号
及
び
第
二
号
の
情
報
か
ら
な
る
情
報
を
い
う
。

一

空
間
上
の
特
定
の
地
点
又
は
区
域
の
位
置
を
示
す
情
報
（
当
該
情
報
に
係
る
時
点
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。
以
下
「
位
置
情
報
」
と
い
う
。
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
衛
星
測
位
」
と
は
、
人
工
衛
星
か
ら
発
射
さ
れ
る
信
号
を
用
い
て
す
る
位
置
の
決
定
及
び
当
該
位
置
に
係
る
時
刻
に
関
す
る
情
報
の
取
得
並

び
に
こ
れ
ら
に
関
連
付
け
ら
れ
た
移
動
の
経
路
等
の
情
報
の
取
得
を
い
う
。

〇

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
八

（
略
）

九

自
動
車

原
動
機
を
用
い
、
か
つ
、
レ
ー
ル
又
は
架
線
に
よ
ら
な
い
で
運
転
す
る
車
で
あ
つ
て
、
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
車
両
及
び
身
体
障
害
者
用
の
車
椅
子
並
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び
に
歩
行
補
助
車
、
小
児
用
の
車
そ
の
他
の
小
型
の
車
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
歩
行
補
助
車
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
を
い
う
。

十

原
動
機
付
自
転
車

内
閣
府
令
で
定
め
る
大
き
さ
以
下
の
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
を
有
す
る
原
動
機
を
用
い
、
か
つ
、
レ
ー
ル
又
は
架
線
に
よ
ら
な
い
で
運
転

す
る
車
で
あ
つ
て
、
軽
車
両
、
身
体
障
害
者
用
の
車
椅
子
及
び
歩
行
補
助
車
等
以
外
の
も
の
を
い
う
。

十
一

（
略
）

十
一
の
二

自
転
車

ペ
ダ
ル
又
は
ハ
ン
ド
・
ク
ラ
ン
ク
を
用
い
、
か
つ
、
人
の
力
に
よ
り
運
転
す
る
二
輪
以
上
の
車
（
レ
ー
ル
に
よ
り
運
転
す
る
車
を
除
く
。
）
で

あ
つ
て
、
身
体
障
害
者
用
の
車
椅
子
及
び
歩
行
補
助
車
等
以
外
の
も
の
（
人
の
力
を
補
う
た
め
原
動
機
を
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
該

当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。

十
一
の
三

身
体
障
害
者
用
の
車
椅
子

身
体
の
障
害
に
よ
り
歩
行
が
困
難
な
者
の
移
動
の
用
に
供
す
る
た
め
の
車
椅
子
（
原
動
機
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
内

閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

十
二
～
二
十
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

○

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
行
政
手
続
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
一
条

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の

準
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
方
面
公
安
委
員
会
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
二
条

法
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
道
警
察
本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方
面
を
除
く
方
面
に
つ
い
て
は
、
当
該
方
面
公
安
委
員
会

が
行
う
。

（
方
面
本
部
長
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
三
条

法
の
規
定
に
よ
り
道
警
察
本
部
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
道
警
察
本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方
面
を
除
く
方
面
に
つ
い
て
は
、
当
該
方
面
本
部
長
が
行

う
。
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〇

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
（
抄
）

（
歩
行
補
助
車
等
）

第
一
条

道
路
交
通
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
歩
行
補
助
車
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
原
動
機
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
内
閣
府

令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

歩
行
補
助
車
、
小
児
用
の
車
及
び
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
カ
ー
ト

二

（
略
）


